
州各国は,米国IT企業,とりわけGAFA

が,自国で多大の利益を上げながら,現

在の法人税(法人所得税)の考え方では課税で

きないことから,独自にデジタル・サービス税

(以下, rDST」という)なるものを導入しつ

つある

英国は2%,スペイン,イタリア,フランス

は300,オーストリアのように500という国も

ある。この税のもとは,2018年の欧州委員会の

提案で,一定規模以上のオンライン広告やプラ

ツトフォームの提供といっ

たデジタル事業の売上に3

%の税率で課税するという

案で,アイルランドなど4

か国が反対し廃案となった

ものである

DSTは,所得税ではな

く売上に課税する問接税

(内国税)なので,課税に

あたって相手国との租税条

約を気にする必要はない。

つまり自国だけで課税でき

る独自課税ということだ。

これに対し米国トランプ

政権・ USTR (通商代表部)

は,「フランスのDSTは,

も許されるのかということだが,もちろんそん

なことはあり得ない。間接税の世界には,GATT

のルールがあり, WT0の世界がある。内外無

差別原則に反するような内国税は, WT0違反

となるのであるより正確にいえぱ, GATT3

条は,内国税制について,輸入品と国内産品が

「同種の産品」である場合には,輸入品につい

て「国内産品を超える課税をしてはならない」こ

と,また,「直接競合・代替可能産品」である場

合には,「国内生産に保護的な課税をしてはな

らない」ことを定めている。

筆者はかつて,わが国の第

161 焼酎の酒税(内国税)が類
回

似産品のウイスキーやブラ

ンデーと比べ6分の1とい

う税率水準であったことか

問題になり,2年間わが国

の代表としてWT0パネル

に出席した経験がある。税

の論理としては,焼酎は比

較的所得の低い人が飲むの

でウイスキーなどより低い

税率が構築されているとい

う,やや屁理屈に近い「税
り

の垂直的公平性」という論

理で対応したが,国際世界

には通じず,全面的な敗訴という経験をした。

これとのアナロジーで考えると,結果として

外国企業にだけかかるDSTは,内外無差別を

禁じたGATTのルール上問題があるということ

になる。これを防ぐには, DSTの対象を広げ,

同様のサービスを提供する国内IT企業も多く対

象にしていくことだ。しかし,デジタルの世界

は, GAFAが独占しており,それに匹敵する国

内企業は,欧州諸国には 1社,2社しかない。ど

うしてもGAFAへのねらいうちになり, GATT

の問題が生じてしまうのである

GAFAはコロナ禍でも売上・利益を伸ぱして

おり,寡占・独占はますます進んでいくだろう。

そうなれば, GAFAには直接税(法人税)でも問

接税(売上税)でも課税できないということにな

るわれわれは,恐ろしい時代に立っている。

連

米国企業をねらいうちにしたものである」とし

て,通商法301条に基づく調査を開始した。 2019

年12月に公表した報告書では,「課税対象の売

上基準が極めて高額で,多くの自国企業はその

対象から外れており,米国企業をねらいうちに

したものであることは明らかである」とした。

その上で,スパークリングワインなど24億ドル

相当のフランス製品に100%の報復関税をかけ

る意向を示した。

この結果フランスは, OECDで議論している

多国籍IT企業への新たな課税の合意期限であ

る2020年12月までDSTを延期することとした

が,米国はさらに圧力をかけている。英国やイ

タリアへの圧力も同様のアプローチだ。

注目すべき論点は,租税条約の対象とならな

い問接税で税制を構築すると,いかなる課税で

、
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